
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふるさとの森第２号地を指定します 
 

当市の豊かな自然環境を保全するため、日高市環境保全条例に基づき、ふるさとの

森第２号地を指定します。 

 

 

経緯  

「ふるさとの森」は、平成 10年 10月１日に日和田山を「第１号地」として指定し

た以降、山頂付近を追加指定、指定期間の延長を経て現在に至っています。 

日高市の象徴である日和田山に続き、当市の良好な自然環境を保全するため、高指

山周辺を「ふるさとの森」として計画し、必要な手続きが進んだことから、「第２号

地」として指定を行うものです。 

 

指定箇所 

 高指山付近の山林および雑種地 20,937㎡（９筆） 

 

今後のスケジュール 

ふるさとの森第２号地の指定告示………10月１日 

 ふるさとの森第２号地の表示板設置……11月上旬 
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